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連結注記表
　
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
連結計算書類作成基準
当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際財務報告基準（以下、IFRS）
に準拠して作成しています。なお、同項後段の規定により、IFRSにより要請される記載及び注記の一部を省略し
ています。

1. 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数……87社
会社名：（国内） (株)アマダマシナリー(2020年４月１日付で(株)アマダマシンツールから商

号変更)他14社
（海外） アマダ・ノース・アメリカ社、アマダ・ヨーロッパ・エス・エー社、

アマダ・ユー・ケー社、ドイツ・アマダ社他68社
新規：アマダ・イノベイティブ・ソフトウェア・ヨーロッパ社･････アマダ・エンジニアリング・ヨーロッパ社

から分社化
除外：(株)アマダ･････(株)アマダ(旧(株)アマダホールディングス)との合併により消滅

(株)アマダフランチャイズセンター･････旧(株)アマダとの合併により消滅(同日付で(株)アマダ(旧(株)ア
マダホールディングス)と合併し消滅)
(株)ニコテック･････(株)アマダマシナリーとの合併により消滅
(株)アマダテクニカルサービス･････(株)アマダマシナリーとの合併により消滅
(株)アマダサンワダイヤ･････(株)アマダマシナリーとの合併により消滅
アマダ・ミヤチ・タイランド社･････清算により消滅
アマダ・ウエルドテック・ブラジル社･････清算により消滅

2. 持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社の数……３社
会社名：（国内） (株)アマダリース、(株)フィスト

（海外） 天田(連雲港)机床有限公司
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3. 会計方針に関する事項
(1) 連結の基礎
① 子会社
子会社は、当社グループにより支配されている企業(パートナーシップ等の法人格のない事業体を含

む)をいいます。投資者が次の各要素をすべて有している場合にのみ、投資先を支配していると考えてお
ります。
・投資先に対するパワー
・投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利
・投資者のリターンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力
当社グループによる支配の有無は、議決権又は類似の権利の状況や投資先に関する契約内容などに基
づき、総合的に判断しております。
子会社の財務諸表は、当社が支配を獲得した日から支配を喪失する日まで、当社グループの連結計算
書類に含まれております。
一部の子会社では、子会社の所在する現地法制度上、当社と異なる決算日が要請されており、決算日
を統一することが実務上不可能なため当社の決算日と異なる日を決算日としております。連結計算書類
には、子会社の決算日が当社の決算日と異なる場合には、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく子
会社の財務数値を使用しております。
当社グループは、類似の状況における同様の取引及び事象に関し、統一した会計方針を用いて作成し
ております。
当社グループ間の債権債務残高及び内部取引高、並びに当社グループ間の取引から発生した未実現損
益は、連結計算書類の作成に際して消去されております。包括利益合計は、非支配持分が負の残高とな
る場合であっても、親会社の所有者と非支配持分とに帰属させております。
子会社に対する所有持分の変動のうち、子会社に対する支配の喪失とならないものについては、資本
取引として処理しております。

② 関連会社
関連会社とは、当社グループがその財務及び経営の方針に関する意思決定に対して、重要な影響力を
有するが、支配をしていない企業をいいます。当社グループが議決権の20％以上50％以下を保有する
場合には、重要な影響力があると推定しております。当社グループが重要な影響力を有しているか否か
の評価にあたり考慮されるその他の要因には、取締役会への参加等があります。なお、投資先の議決権
の20％未満しか保有していない場合には、重要な影響力が明確に証明できる場合を除き、重要な影響力
を有していないと推定しております。
関連会社への投資は、当社グループが重要な影響力を有することとなった日からその影響力を喪失す

る日まで、持分法によって会計処理をしております。
一部の関連会社では、関連会社の所在する現地法制度上、当社と異なる決算日が要請されており、決

算日を統一することが実務上不可能なため当社の決算日と異なる日を決算日としております。連結計算
書類には、関連会社の決算日が当社の決算日と異なる場合には、当該関連会社の決算日と当社の決算日
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との間に生じた重要な取引又は事象については必要な調整を行っております。持分法を適用する際に考
慮する純損益、その他の包括利益及び純資産は、関連会社の財務諸表で認識された金額に、統一した会
計方針を実行するのに必要な修正を加えたものであります。持分法においては、当初認識時に関連会社
に対する投資は原価で認識され、その帳簿価額を増額又は減額し、株式取得日以降における投資先の純
損益及びその他の包括利益等に対する投資者の持分を認識しております。投資企業の持分がゼロにまで
減少した後の追加的な損失は、当社グループに生じる法的債務、推定的債務又は当社グループが関連会
社の代理で支払う金額の範囲まで、負債が認識されております。

(2) 企業結合
企業結合は、取得法を用いて会計処理をしております。
取得対価は、当社グループが移転した資産、引き受けた負債及び発行した資本持分の取得日公正価値の

合計額で測定し、該当する場合は、条件付対価を取得対価に含めております。
IFRS第３号「企業結合」に基づく認識の要件を満たす被取得企業の識別可能な資産、負債及び偶発負債
は、次を除いて、取得日の公正価値で測定しております。
・繰延税金資産(又は繰延税金負債)及び従業員給付契約に関連する負債又は資産は、それぞれ国際会計基
準（以下、「IAS」という）第12号「法人所得税」及びIAS第19号「従業員給付」に従って認識し測定
しております。
・被取得企業の株式報酬取引に係る負債もしくは資本性金融商品、又は被取得企業の株式報酬取引の取得
企業の株式報酬取引への置換えに係る負債もしくは資本性金融商品に係る部分については、IFRS第２号
「株式報酬」の方法に従って取得日現在で測定しております。
・IFRS第５号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的に分類される資産又は
処分グループは、当該基準書に従って測定しております。
のれんは、取得対価が取得日時点における識別可能な資産及び負債の公正価値を上回る場合に、その超
過額として測定しております。この差額が負の金額である場合には、直ちに純損益として認識しておりま
す。
企業結合を達成するために発生した取得関連費用は、発生時に純損益として認識しております。
企業結合の当初の会計処理が、企業結合が生じた連結会計年度末までに完了していない場合は、完了し
ていない項目を暫定的な金額で計上しております。取得日において存在していた事実・状況を、取得日当
初に把握していたとしたら認識される金額の測定に影響を与えていたと判断される期間に入手した場合、
その情報を反映して、取得日に認識した暫定的な金額を遡及的に修正しております。新たに得た情報が、
資産と負債の新たな認識をもたらす場合には、追加の資産と負債を認識しております。測定期間は最長で
１年間であります。
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(3) 外貨換算
① 機能通貨及び表示通貨
当社グループの各企業の個別財務諸表は、それぞれの機能通貨で作成しております。当社グループの

連結計算書類は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。
② 外貨建取引
外貨建取引については、取引日における直物為替レートにより機能通貨に換算しております。期末日
における外貨建貨幣性項目は期末日の為替レートを用いて機能通貨に換算し、外貨建非貨幣性項目は取
得原価で測定されているものは取引日の為替レート、公正価値で測定されているものは、公正価値が算
定された日の為替レートを用いて換算しております。
為替換算差額は、原則として発生する期間の純損益に認識しております。ただし、非貨幣性項目の利
得又は損失がその他の包括利益に認識される場合においては、為替換算差額もその他の包括利益に認識
しております。
③ 在外営業活動体
在外営業活動体の資産及び負債(取得により発生したのれん及び公正価値の調整を含む)については期
末日の為替レート、収益及び費用については当該期間中の為替レートが著しく変動していない限り、期
中平均為替レートを用いて換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる為替換算差
額は、その他の包括利益として認識しており、累計額は資本のその他の資本の構成要素に分類しており
ます。
在外営業活動体の累積換算差額は、在外営業活動体の処分による利得又は損失が認識される期間に純
損益に振り替えられます。

(4) 金融商品
① 金融資産
(a) 当初認識及び測定
金融資産のうち、営業債権及びその他の債権は発生日に当初認識しており、その他の金融資産は、
契約条項の当事者となった取引日に当初認識しております。当初認識時において、金融資産は以下の
とおりの分類を行ったうえで公正価値により測定しております。なお、金融資産が純損益を通じて公
正価値で測定するものでない場合には、公正価値に金融資産の取得に直接起因する取引コストを加算
しております。
(i) 償却原価で測定する金融資産
次の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに
基づいて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フ
ローが所定の日に生じる。
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(ⅱ) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(負債性金融資産)
次の条件がともに満たされる場合には、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金
融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルに基づ
いて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フ
ローが所定の日に生じる。

(ⅲ) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(資本性金融資産)
当初認識時に事後の公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択をした
資本性金融資産については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類してお
ります。
(ⅳ) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産以外の
金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
なお、当社グループは、いずれの負債性金融資産も、会計上のミスマッチを取り除くあるいは大

幅に低減するために純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定しておりません。

(b) 事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて次のとおりに測定しております。

(i) 償却原価で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による償却原価で測定しております。実効

金利法による償却及び認識を中止した場合の利得及び損失は、純損益として認識しております。
(ⅱ) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(負債性金融資産)

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産に係る公正価値の変動額は、減損
利得又は減損損失及び為替差損益を除き、当該金融資産の認識の中止が行われるまで、その他の包
括利益として認識しております。当該金融資産の認識の中止が行われる場合、過去に認識したその
他の包括利益は純損益に振り替えております。
(ⅲ) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(資本性金融資産)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に係る公正価値の変動額は、その
他の包括利益として認識しております。当該金融資産の認識の中止が行われる場合、又は公正価値
が著しく下落した場合、過去に認識したその他の包括利益は利益剰余金に直接振り替えておりま
す。なお、当該金融資産からの配当金については純損益として認識しております。

(ⅳ) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産については、当初認識後は公正価値で測定し、その
変動額は純損益として認識しております。
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(c) 金融資産の減損
当社グループでは、償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
負債性金融資産及びリース債権に係る予想信用損失に対して貸倒引当金を認識しております。
金融資産の信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融資産に係る貸倒引
当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し、金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著
しく増大していない場合には、当該金融資産に係る貸倒引当金を12ヶ月の予想信用損失に等しい金額
で測定しております。なお、営業債権及びリース債権については、信用リスクの当初認識時点からの
著しい増加の有無にかかわらず、全期間の予想信用損失に等しい金額で貸倒引当金を測定しておりま
す。
信用リスクが著しく増加しているか否かは、債務不履行リスクの変化に基づいて判断しており、債

務不履行リスクに変化があるか否かの判断にあたっては、主として以下の情報を考慮しております。
信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合には、当該金融資産に係る信用リスクは当初認識以
降に著しく増大していないと評価しております。
・金融資産の外部信用格付の著しい変化
・営業成績の著しい変化
・期日経過の情報

予想信用損失の測定にあたっては、個別に重要な場合は個別に評価し、個別に重要でない場合に
は、各社ごとに独自グループ又はサブグループを設定したうえで、集合的に評価しております。
履行強制活動を行ってもなお返済期日を大幅に経過している場合、債務者が、破産、会社更生、民
事再生、特別清算といった法的手続きを申し立てる場合等には、債務不履行が生じているものと判断
しております。債務不履行に該当した場合又は債務者の著しい財政的困難等の減損の証拠が存在する
場合には、信用減損しているものと判断しております。

予想信用損失は、契約に従って企業に支払われるべき全ての契約上のキャッシュ・フローと、企業
が受け取ると見込んでいる全てのキャッシュ・フローとの差額であり、債務不履行の実績率等の過去
の事象、現在の状況及び将来の経営状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力を掛
けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報等を勘案して見積もっております。

金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒引当金を減額する事象が
発生した場合は、貸倒引当金の戻入額を純損益で認識しております。ある金融資産の全部又は一部分
を回収するという合理的な予想を有していない場合には、金融資産の総額での帳簿価額を直接減額し
ております。
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(d) 認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は
金融資産を譲渡し、当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合
に、当該金融資産の認識を中止しております。

② 金融負債
(a) 当初認識及び測定
金融負債は、取引日に当初認識し、公正価値から直接起因する取引コストを控除した金額で測定し

ております。

(b) 事後測定
実効金利法を用いて償却原価で測定しております。実効金利法による償却及び認識を中止した場合

の利得及び損失は、純損益として認識しております。

(c) 認識の中止
当社グループは、金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消、又は
失効となった場合に、金融負債の認識を中止しております。

③ 金融資産と金融負債の相殺表示
金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を現在有しており、かつ純額で決
済するか又は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、連結財政状態計算書上で
相殺し、純額で表示しております。

④ デリバティブ及びヘッジ会計
当社グループは、為替リスクを管理する目的で為替予約取引などのデリバティブ取引を行っておりま
す。デリバティブは、契約の当事者となった時点の公正価値で当初認識し、その後も公正価値で事後測
定しております。公正価値の変動額は純損益として認識しております。
なお、デリバティブについて、ヘッジ会計を適用しているものはありません。デリバティブは純損益
を通じて公正価値で測定する金融商品に分類しております。

⑤ 金融商品の公正価値
公正価値で測定する金融商品は、様々な評価技法やインプットを使用して算定しております。公正価
値の測定に用いた評価技法へのインプットの観察可能性に応じて公正価値を以下の３つのレベルに分類
しております。
レベル１：活発な市場における公表価格により測定された公正価値
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル３：観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出された公正価値
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(5) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金、及び容易に換金可能であり、かつ、価値
の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に満期日又は償還期限の到来する短期投
資からなっております。

(6) 棚卸資産
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額とのいずれか低い額により測定しております。棚卸資産の取
得原価には、購入原価、加工費、及び棚卸資産が現在の場所及び状態に至るまでに発生したその他の原価
のすべてを含めております。加工費には、生産設備の正常生産能力に基づく固定製造間接費を含めており
ます。棚卸資産の取得原価は、商品、製品及び仕掛品は個別法又は移動平均法、原材料は先入先出法又は
移動平均法に基づいて算定しております。
正味実現可能価額は、通常の事業の過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び販売に

要する見積費用を控除した額であります。

(7) 有形固定資産（使用権資産を除く）
有形固定資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価

額で計上しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去費用及び敷地の原状回復費用並びに適格要

件を満たす資産の借入コストが含まれております。
有形固定資産の取得原価から残存価額を控除した償却可能額を見積耐用年数にわたって、定額法により

減価償却しております。主な有形固定資産の見積耐用年数は、次のとおりであります。
建物及び構築物 ３～60年
機械装置及び運搬具 ２～17年
有形固定資産の残存価額、耐用年数及び減価償却方法は各連結会計年度の末日には再検討を行い、必要
に応じて見積りを変更しております。

(8) のれん及び無形資産（使用権資産を除く）
① のれん
当初認識時におけるのれんの測定については、「(2) 企業結合」に記載のとおりであります。当初認識
後ののれんについては償却を行わず、毎期又は減損の兆候が存在する場合にはその都度減損テストを実
施し、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で計上しております。

2021年05月25日 18時24分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 9 ―

② 無形資産
無形資産は、原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で計
上しております。
(a) 個別に取得した無形資産
個別に取得した無形資産の取得原価は、資産の取得に直接起因する費用を含めて測定しておりま
す。
(b) 企業結合で取得した無形資産
企業結合で取得した無形資産の取得原価は、取得日現在の公正価値で測定しております。

(c) 自己創設無形資産(開発費)
開発(又は内部プロジェクトの開発局面)における支出は、次のすべてを立証できる場合に限り資産

として認識することとしており、その他の支出はすべて発生時に費用処理しております。
・使用又は売却できるように無形資産を完成させることの技術上の実行可能性
・無形資産を完成させ、さらにそれを使用又は売却するという企業の意図
・無形資産を使用又は売却できる能力
・無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便益を創出する方法
・無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用又は売却するために必要となる、適切な技術上、
財務上及びその他の資源の利用可能性
・開発期間中の無形資産に起因する支出を、信頼性をもって測定できる能力

耐用年数を確定できる無形資産は、当該資産の見積耐用年数にわたり定額法により償却しておりま
す。償却は、当該資産が使用可能となった時点に開始しております。主な無形資産の見積耐用年数は、
次のとおりであります。
自社利用ソフトウエア 　 ５年
市場販売目的ソフトウエア ３年
商標権 15年～20年
顧客関連資産 10年～15年
耐用年数を確定できる無形資産の償却期間及び償却方法は各連結会計年度の末日には再検討を行い、
必要に応じて見積りを変更しております。
なお、耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能ではない無形資産については、償却を行わ
ず、毎期又は減損の兆候が存在する場合にはその都度減損テストを実施しております。

(9) リース
① 借手としてのリース
リース取引におけるリース負債は、リース開始日におけるリース料総額の未決済分の割引現在価値と
して測定を行っております。使用権資産については、リース負債の当初測定額に当初直接コスト、前払
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リース料等を調整した額で当初の測定を行っております。使用権資産は、リース期間にわたり規則的
に、減価償却を行っております。
リース料は、リース負債残高に対して一定の利子率となるように、金融費用とリース負債残高の返済
部分とに配分しております。金融費用は連結損益計算書上、使用権資産に係る減価償却費と区分して表
示しております。
契約がリースであるか否か、又は契約にリースが含まれているか否かについては、法的にはリースの
形態をとらないものであっても、契約の実質に基づき判断しております。なお、リース期間が12ヶ月以
内に終了するリース及び原資産が少額であるリースについて、当該リースに関連したリース料を、リー
ス期間にわたり定額法により費用として認識しております。
② 貸手としてのリース
ファイナンス・リースは、リース開始時の正味リース投資未回収額をリースの計算利子率で割り引い

た現在価値により、リース債権(「営業債権及びその他の債権」)として当初認識するとともに、受取リ
ース料総額をリース債権元本相当部分と利息相当部分とに区分し、受取リース料の利息相当部分への配
分は、利息法により算定しております。
また、当該ファイナンス・リースが財・サービスの販売を主たる目的としている場合は、リース対象
資産の公正価値と最低リース料総額を市場金利で割り引いた金額のいずれか低い額を売上収益として認
識すると同時に、当該リース契約の締結により発生する費用は、売上原価として認識しております。
オペレーティング・リースにおいては、対象となるリース物件を連結財政状態計算書に認識し、受取
リース料はリース期間にわたり定額法により収益として認識しております。

(10) 投資不動産
投資不動産は、主として賃貸収益を得る目的として保有する不動産であります。
投資不動産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額
で計上しております。
投資不動産の取得原価から残存価額を控除した償却可能額を見積耐用年数にわたって、主として定額法
により減価償却しております。投資不動産の種類別の耐用年数は、次のとおりであります。
建物及び構築物 10～31年
土地については、減価償却を行っておりません。
投資不動産の残存価額と見積耐用年数は各連結会計年度の末日に再検討を行っております。

(11) 非金融資産の減損
当社グループは、報告日ごとに資産が減損している可能性を示す兆候があるか否かを評価しておりま
す。減損の兆候が存在する場合には、当該資産の回収可能価額を見積っております。減損の兆候の有無に
係らず、耐用年数を確定できない無形資産又は未だ使用可能ではない無形資産、及び企業結合で取得した
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のれんについては毎期減損テストを実施しております。
回収可能価額は、資産又は資金生成単位の処分費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額と
しております。個別資産についての回収可能価額の見積りが不可能な場合には、当該資産が属する資金生
成単位の回収可能価額を算定しております。
使用価値は、資産の継続的使用及び最終的な処分から発生する将来キャッシュ・インフロー及びアウト
フローの見積額を貨幣の時間価値及び当該資産の固有のリスクの市場評価を反映した税引前の割引率によ
り割り引いて算定した現在価値であります。
資産又は資金生成単位の回収可能価額が当該資産又は資金生成単位の帳簿価額を下回る場合には、減損
損失を認識しております。
過去の期間において、のれん以外の資産について認識した減損損失は、減損損失が最後に認識された以
後、認識した減損損失がもはや存在しないか、あるいは減少している可能性を示す兆候に基づき、当該資
産の回収可能価額の算定に用いられた見積りに変更があった場合にのみ、戻し入れております。

(12) 引当金
当社グループは、過去の事象の結果として、合理的に見積り可能な法的又は推定的債務を現在の負債と

して負っており、当該債務を決済するために経済的便益の流出が生じる可能性が高い場合に、引当金を認
識しております。
引当金は、連結会計年度の末日における現在の債務を決済するために要する支出(将来キャッシュ・フロ
ー)の最善の見積りに基づき、貨幣の時間的価値の影響に重要性がある場合には、見積られた将来キャッシ
ュ・フローをその負債に固有のリスクを反映させた割引率で割り引いた現在価値で測定しております。時
の経過に伴う割引額の割戻しは、金融費用として認識しております。
なお、当社グループの主な引当金は次のとおりであります。

製品保証引当金
当社グループは製品保証を付保した製品を販売しており、販売された製品について、保証期間内に将
来発生すると見込まれる修理費用を過去の実績率に基づき算定し、製品保証引当金として計上しており
ます。また、製品保証期間を超えるものであっても、設計製造責任に起因する製品欠陥(リコール等を含
む)の修理コストについて、将来発生すると見込まれる費用を、対象件数と１件当たりの対策費用及び過
去の実績等に基づいて個別に見積り、製品保証引当金として計上しております。

(13) 従業員給付
① 短期従業員給付
短期従業員給付は、関連する勤務が提供された時点で割引計算を行わず費用として認識しておりま
す。当社グループにおける短期従業員給付には賞与及び有給休暇に係るものがあります。
有給休暇については、累積型有給休暇制度において、連結会計年度の末日現在で累積されている未使
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用の権利の結果として当社グループが支払うと見込まれる法的又は推定的債務を有しており、かつ当該
金額について信頼性のある見積りが可能な場合に、負債として認識しております。
賞与については、過去に関連する勤務を提供された対価として支払を行う法的又は推定的債務を有し
ており、かつ、当該金額について信頼性のある見積りが可能な場合に、負債として認識しております。

② 退職後給付
当社グループは、退職後給付制度として、企業年金制度(キャッシュバランスプラン)及び確定拠出年
金制度並びに退職一時金制度を採用しております。
(a) 確定拠出制度
確定拠出制度への拠出額については、棚卸資産や有形固定資産の取得原価に含められる場合を除
き、その発生時に費用として認識しております。

(b) 確定給付制度
確定給付制度に係る資産又は負債の純額は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価
値(必要な場合には、確定給付資産の上限、最低積立要件への調整を含む)を控除したものであり、資
産又は負債として連結財政状態計算書で認識しております。確定給付制度債務は、予測単位積増方式
に基づいて算定され、その現在価値は、将来の予想支払額に割引率を適用して算定しております。割
引率は、給付が見込まれる期間に近似した満期を有する優良社債の利回りを参照して決定しておりま
す。
勤務費用及び確定給付制度債務に係る資産又は負債の純額に係る純利息費用は純損益として認識し
ております。
数理計算上の差異、純利息費用に含まれる部分を除く制度資産に係る収益の変動については、それ
らが生じた期間において「確定給付制度の再測定」としてその他の包括利益に認識し、直ちにその他
の資本の構成要素から利益剰余金へ振り替えております。また、過去勤務費用は、制度改訂又は縮小
が発生した時、あるいは関連するリストラクチャリング費用又は解雇給付を認識した時の、いずれか
早い方の期において純損益として認識しております。

(14) 政府補助金
政府補助金は、当社グループの企業が補助金交付のための付帯条件を満たし、補助金が受領されること
について合理的な保証が得られた時に認識しております。
発生した費用に係る政府補助金は、補助金で補償することが意図されている関連コストを費用として認
識する期間にわたって、規則的に収益に認識しております。資産に関する政府補助金は、繰延収益として
認識し、当該資産の見積耐用年数にわたり規則的に収益に認識しております。
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(15) 資本
① 資本金及び資本剰余金
当社が発行する資本性金融商品は、発行価額を資本金及び資本剰余金に認識しております。また、そ

の発行に直接起因する取引コストは資本剰余金から控除しております。
② 自己株式
自己株式を取得した場合には、取得原価で認識し、資本から控除して表示しております。また、その
取得に直接起因する取引コストは、資本から控除しております。自己株式を売却した場合、受取対価を
資本の増加として認識し、帳簿価額と受取対価との差額は資本剰余金に含めております。

(16) 収益認識
当社グループでは、以下５ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換によ
り、その権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を認識する。
当社グループは、板金・微細溶接製品を生産・販売している「金属加工機械事業」と、切削・プレス・
研削盤製品を生産・販売している「金属工作機械事業」を主な事業としております。これらの製品の販売
については、主に顧客の検収時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足される
と判断しており、当該製品の検収時点で収益を認識しております。 また、製品の割賦販売については取
引価格を金融要素とそれ以外に区別し、金融要素である金利相当分は顧客との契約期間に基づき収益を認
識しております。
当該製品に関連するメンテナンスや不動産賃貸などのサービスを顧客に対して提供する場合があります
が、当該サービスに関する履行義務については、当社グループが顧客との契約における義務を履行するに
つれて、顧客が便益を享受することから、契約期間にわたり収益を認識しております。

(17) 借入コスト
当社グループは、意図した使用又は販売が可能となるまでに相当の期間を要する資産(以下適格資産)の
取得、建設又は生産に直接起因する借入コストは、当該資産の取得原価の一部として資産化しておりま
す。その他の借入コストは、発生した期間の費用として認識しております。
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(18) 法人所得税
法人所得税は、当期税金と繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関連するもの、及

び直接資本の部又はその他の包括利益に認識する項目を除き、純損益に認識しております。
① 当期税金

当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局からの還付が予想される金額で測定しております。
税額の算定にあたっては、決算日までに制定又は実質的に制定された各国における税率及び税法に基づ
いております。
② 繰延税金
繰延税金は、連結会計年度の末日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との間の一
時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除に基づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減算一時差
異等について、将来その使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高い範囲において認識し、繰延
税金負債は、原則として、すべての将来加算一時差異について認識しております。
なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を認識しておりません。
・のれんの当初認識から生じる一時差異
・会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えない取引(企業結合取引を除く)によって発生する
資産及び負債の当初認識により生じる一時差異
・子会社、関連会社に対する投資並びに共同支配の取決めに対する持分に係る将来加算一時差異につい
て、解消する時期をコントロールでき、かつ、予測可能な期間内にその差異が解消されない可能性が
高い場合
・子会社、関連会社に対する投資並びに共同支配の取決めに対する持分に係る将来減算一時差異のう
ち、予測可能な期間内に当該一時差異が解消する可能性が高くない場合又は当該一時差異の使用対象
となる課税所得が稼得される可能性が高くない場合
繰延税金資産及び負債は、決算日までに制定又は実質的に制定されている法定税率(及び税法)に基づ
いて、資産が実現する期又は負債が決済される期に適用されると予想される税率(及び税法)によって測
定されます。
繰延税金資産及び負債は、当期税金資産及び当期税金負債を相殺する法的強制力のある権利を有して

おり、かつ以下のいずれかの場合に相殺しております。
・法人所得税が同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合
・異なる納税主体に課されているものの、これらの納税主体が当期税金資産及び当期税金負債を純額で
決済することを意図している、もしくは当期税金資産を実現させると同時に当期税金負債を決済する
ことを意図している場合
繰延税金資産の帳簿価額は各連結会計年度の末日現在で再検討しております。繰延税金資産の一部又
は全部の便益を実現させるのに十分な課税所得を稼得する可能性が高くなくなった場合、繰延税金資産
の帳簿価額をその範囲で減額しております。また、当該評価減額は、十分な課税所得を稼得する可能性
が高くなった範囲で戻し入れております。
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(19) １株当たり利益
基本的１株当たり当期利益は、親会社の所有者(普通株主)に帰属する純損益を、その期間の自己株式を
調整した発行済普通株式の期中平均株式数で除して計算しております。
希薄化後１株当たり当期利益は、すべての希薄化性潜在的普通株式による影響について調整して計算し
ております。

(20) 売却目的で保有する非流動資産
継続的な使用ではなく、売却により回収が見込まれる非流動資産及び処分グループのうち、１年以内に
売却する可能性が非常に高く、かつ現在の状態で即時に売却可能で、連結会社の経営者が売却を確約して
いる場合には、売却目的で保有する非流動資産及び処分グループとして分類し、減価償却又は償却は行わ
ず、帳簿価額と売却コスト控除後の公正価値のうち、いずれか低い方の金額で測定しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
当社グループは、連結計算書類の作成において、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に

影響を及ぼす判断、会計上の見積り及び仮定を用いております。これらの見積り及び仮定は、過去の経験及び利
用可能な情報を収集し、決算日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断
に基づいております。しかしながら、その性質上、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる
可能性があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。これらの見積りの見直しによる影響は、当該見

積りを見直した期間及び将来の期間において認識しております。

2021年３月期における当社の経営環境は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受け、当
期の業績は前期と比べ減収減益を余儀なくされました。しかしながら、当社の売上高の先行指標値である受注高
対前年同月伸び率が当期の第１四半期を底にして期末にかけて回復傾向にあること、また、各国における財政・
金融政策の実施、あるいは新型コロナウイルス感染症に有効なワクチンの効果により、日本国内を含む各国の経
済情勢が次第に回復していくことにより、お客様の設備投資マインドが改善され、来期以降の当社グループの業
績も回復するものと仮定しております。
この一定の仮定のもと、当連結会計年度の連結計算書類における会計上の見積りとして影響を受けると想定さ

れるのれんを含む固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等について評価を実施し、この結果、当連結会
計年度の連結計算書類における影響額が僅少であると算定しております。
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1. のれんを含む非金融資産の減損テスト
(1) 当連結会計年度において計上した金額

減損テストの対象となった主な非金融資産の計上額
のれん 6,067百万円

(2) 会計上の見積りの内容についてその他見積りの内容に関する理解に資する情報
会計方針については、「(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)3.会計方針に

関する事項 (11)非金融資産の減損」を参照ください。
減損テストにおいて使用した将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては、対象会社の中期経営計画

に基づき算定しております。当該中期経営計画の策定にあたっては、社内における目標設定の裏付けとな
る複数の指標値等を参照して、より客観性の高い合理的な検証を実施しております。具体的には、当社グ
ループの売上高の先行指標値である受注高対前年同月伸び率、当社グループと関連性の高い業界団体の年
間予想値、外部調査機関のレポートあるいは過去の経験に基づく情報等を参照しております。
また、割引率及び公正価値評価は適切な第三者機関の専門家により算定したものを使用しております。
当該見積りは、将来の不確実な経済状況の変化による将来キャッシュ・フローの減少及び使用価値の基
礎となっている主要な仮定である割引率又は事業の継続価値を算定するために使用した成長率が変更され
た場合に、減損が発生するリスクが高くなり、翌連結会計年度の連結計算書類において、のれんを含む非
金融資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

2. 繰延税金資産の回収可能性の判断
(1) 当連結会計年度において計上した金額

繰延税金資産 6,124百万円
(2) 会計上の見積りの内容についてその他見積りの内容に関する理解に資する情報

繰延税金資産の認識は、将来減算一時差異又は税務上の繰越欠損金の一部又は全部が将来課税所得に対
して利用できる可能性を考慮しております。繰延税金資産の回収可能性の評価においては、予定される繰
延税金負債の取崩、予測される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しております。認識された
繰延税金資産については、過去の課税所得水準及び繰延税金資産が控除可能な期間における将来課税所得
の予測に基づき、回収される可能性が高いと考えております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生し

た課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金
資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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3. 引当金の認識及び測定
(1) 当連結会計年度において計上した金額
引当金(流動) 1,755百万円

(2) 会計上の見積りの内容についてその他見積りの内容に関する理解に資する情報
会計方針については、「(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)3.会計方針に
関する事項 (12)引当金」を参照ください。
当社グループは製品保証を付保した製品を販売しており、販売された製品について、保証期間内に将来
発生すると見込まれる修理費用を過去の実績率に基づき算定し、製品保証引当金として計上しておりま
す。また、製品保証期間を超えるものであっても、設計製造責任に起因する製品欠陥(リコール等を含む)
の修理コストについて、将来発生すると見込まれる費用を、対象件数と１件当たりの対策費用及び過去の
実績等に基づいて個別に見積り、製品保証引当金として計上しております。
当該見積りは、無償保証費用の発生実績の変動による過去の実積率が変更された場合及び将来発生する
と見込まれる再発防止対策費用の見積りが変更された場合に、翌連結会計年度の連結計算書類において、
引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。

4. 確定給付制度債務の測定に用いた仮定
(1) 当連結会計年度において計上した金額
退職給付に係る資産 254百万円
退職給付に係る負債 2,984百万円

(2) 会計上の見積りの内容についてその他見積りの内容に関する理解に資する情報
会計方針については、「(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)3.会計方針に
関する事項 (13)従業員給付」を参照ください。
確定給付制度は、数理計算上のリスク及び制度資産の公正価値変動リスクに晒されております。数理計
算上のリスクは主として金利リスクであります。金利リスクは、確定給付制度債務の現在価値が優良社債
等の市場利回りに基づいて決定された割引率を使用して算定されるため、割引率が低下した場合に債務が
増加することがあります。制度資産の公正価値変動リスクは、制度資産の運用基準で定められた利率を下
回った場合に、制度の積立状況が悪化することがあります。
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（連結財政状態計算書に関する注記)
1. 資産から直接控除した貸倒引当金
　 営業債権及びその他の債権 2,025百万円
　 その他の金融資産 184百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額(減損損失累計額を含む) 140,116百万円

3. 偶発債務
　 保証債務
　 当社グループの商品を購入した顧客の債務に対する保証
　 銀行に対する借入債務 0百万円
　 リース会社に対するリース債務 520百万円

（連結持分変動計算書に関する注記）
1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数 普通株式 359,115,217株

2. 剰余金の配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2020年６月25日
定時株主総会 普通株式 8,343百万円 24円 2020年３月31日 2020年６月26日

2020年11月11日
取締役会 普通株式 5,214百万円 15円 2020年９月30日 2020年12月８日

(2) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
2021年６月25日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり提案しております。

決議予定 株式の種類 配当金の総額 配当の
原 資 1株当たり配当額 基準日 効力発生日

2021年６月25日
定時株主総会 普通株式 5,214百万円 利 益

剰余金 15円 2021年３月31日 2021年６月28日
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（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、事業活動を遂行する過程において、様々な財務上のリスク(信用リスク、流動性リスク及び市

場リスク)に晒されております。そのため、社内管理規程等に基づき、定期的に財務上のリスクのモニタリングを
行い、リスクを回避又は低減するための対応を必要に応じて実施しております。また、当社グループは、デリバ
ティブの利用を財務上のリスクを低減することを目的とした取引に限定しており、投機目的でのデリバティブ取
引は行っておりません。

(1) 信用リスク
当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権及びその他の債権について、各事業部門における営業管理部

が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況
等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、販売された機械は、基本的に所有権留保
条項が付されており、債権の信用を補完しております。なお、特定の取引先について重要な信用リスクのエクス
ポージャーはなく、特段の管理を有する信用リスクの過度の集中はありません。その他の金融商品についても、
主に資金運用管理規程に基づき投資された格付の高い債券等から構成されているため、信用リスクは僅少です。

(2) 流動性リスク
当社グループは、支払債務の履行が困難になる流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクに関し、運転

資金の効率的な管理による資本効率の最適化、当社による資金の集中管理等により資金管理の維持に努めており
ます。また、当社グループでは、事業計画に基づく資金繰計画を適時に作成、更新するとともに、十分な手元流
動性を維持することにより当該リスクを管理しております。

(3) 市場リスク
①為替リスク
当社グループは、グローバルに事業活動を展開しており、グループ各社の機能通貨以外の通貨で実施する取引

について、為替変動リスクに晒されております。当該変動リスクを低減するために、一部の外貨建債権等につい
て、通貨別月別に把握された為替変動リスクに対して、為替予約等のデリバティブを利用してリスクを低減して
おります。当該デリバティブにはヘッジ会計は適用せず、公正価値の変動は全て純損益に認識しております。
②金利リスク
当社グループの一部の連結子会社において、運転資金及び設備投資資金の調達を目的として変動金利建ての借

入を行っており、支払金利の変動リスクに晒されております。支払金利の変動が当社グループの損益に与える影
響は軽微であります。
③有価証券価格変動リスク
当社グループは、資金運用を行うにあたり、安全性の高い債券等への投資に加え、分散投資の一環として、投

資信託への投資を一定量を行っております。また、事業戦略を円滑に遂行する目的で業務上の関係を有する企業
の株式を保有しており、価格変動リスクに晒されております。これらの投資については、定期的に市場価格や発
行体の財務状況を把握するとともに保有意義について再確認を行い、継続的にポートフォリオの見直しを行って
おります。なお、当社グループでは、トレーディング目的で保有する株式はありません。
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2. 金融商品の公正価値等に関する事項
2021年３月31日（当期の連結決算日）における連結財政状態計算書計上額、公正価値及びこれらの差額につ

いては、次のとおりです。
なお、公正価値で測定する金融商品、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品及びリース

負債については、次の表には含めておりません。
（単位：百万円）

連結財政状態計算書
計上額 公正価値 差額

金融資産

営業債権及びその他の債権 115,534 116,910 1,375

金融負債

借入金（非流動） 3,690 3,670 △20

上記金融商品の公正価値の算定方法は、次のとおりであります。
（営業債権及びその他の債権）
営業債権及びその他の債権については、一定の期間ごとに区分した債権毎に、債権の額を満期までの期間及び

信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値に基づいて測定しております。
（借入金（非流動））
借入金（非流動）については、将来キャッシュ・フローを新規に同様の借入契約を実行した場合に想定される

利率で割り引いた現在価値に基づいて測定しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり親会社所有者帰属持分 1,285円95銭
基本的１株当たり当期利益 53円40銭
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（収益認識に関する注記）
1. 売上収益の分解
当社グループは、金属加工機械事業、金属工作機械事業及びその他事業を基本にして組織が構成されてお
り、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び事業の評価をするために、定期的に検討を行う対象として
いることから、これらの事業で計上する収益を売上収益として表示しております。また、売上収益は顧客の所
在地に基づき地域別に分解しております。これらの分解した売上収益と各報告セグメントの売上収益との関連
は以下のとおりであります。

(単位：百万円)
セグメント 金属加工機械 金属工作機械 その他 合計

主な地域市場
日本 84,642 27,026 1,178 112,848
北米 48,574 7,347 － 55,921
欧州 39,039 5,826 － 44,866
アジア他 30,830 5,974 5 36,811

合計 203,087 46,176 1,184 250,448

金属加工機械事業においては、板金・微細溶接製品を生産・販売しており、レーザマシン、パンチプレス、
プレスブレーキ等の板金市場向け商品群と、微細溶接機を中心とした微細溶接市場向け商品群を取り扱ってお
ります。
金属工作機械事業においては、切削・プレス・研削盤製品を生産・販売しており、金切帯鋸盤をはじめとし
た切削市場向け商品群と、メカニカルプレスを中心としたプレス市場向け商品群及び研削盤等の研削盤市場向
け商品群を取り扱っております。
その他事業においては、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおり
ます。
また、売上収益には割賦販売に係る金利収益が当連結会計年度において2,045百万円含まれております。
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2. 契約残高
　 契約負債 17,693百万円
(注) １．当連結会計年度に認識した収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていたものは11,885百万円

です。なお、当連結会計年度中の契約負債に重要な変動はありません。
２．当連結会計年度において過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に
重要性はありません。

3. 履行義務
当社グループが販売している製品については、主に顧客の検収時点において顧客が当該製品に対する支配を
獲得し、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の検収時点で収益を認識しております。当該製品に
関連するメンテナンスや不動産賃貸などのサービスを顧客に対して提供する場合がありますが、当該サービス
に関する履行義務については、当社グループが顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を
享受することから、契約期間にわたり収益を認識しております。なお、当社グループでは、原則として、代理
人としての取引は行っておりません。
売上収益は、顧客への約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額

（以下、「取引価格」）で測定しています。当社グループでは、原則として、返品権又は類似の権利の付された
製品の販売は行っておりません。顧客との契約における対価は、履行義務を充足した時点から主として１年以
内に受領しているため、実務上の便法を使用し、重大な金融要素の調整は行っておりません。ただし、製品の
割賦販売の対価の回収については、概ね３～７年に渡ることから、重大な金融要素の影響を調整しておりま
す。
当社グループは製品保証を付保した製品を販売しておりますが、販売された製品が合意された仕様に従って
いるという保証のみであることから、当該製品保証を独立した履行義務として区別しておらず、取引価格の一
部を製品保証に配分しておりません。その他、複数の履行義務を含む重要な契約はありません。

4. 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、
残存履行義務に関する情報は開示しておりません。また、取引価格に含まれていない顧客との契約に係る対価
に重要なものはありません。

5. 顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産
当社グループにおいては、資産として認識しなければならない、契約を獲得するための増分コスト、及び履
行にかかるコストに重要性はありません。また、実務上の便法を適用し、認識すべき資産の償却期間が１年以
内である場合には、契約獲得の増分コストを発生時の費用として認識しております。
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個別注記表
　
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

② その他有価証券
(イ) 時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

(ロ) 時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により
有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近
の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 評 価 基 準
原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。

② 評 価 方 法
(イ) 商 品 及 び 製 品

機械は個別法
消耗品等は移動平均法

(ロ) 仕 掛 品
機械は個別法
消耗品は移動平均法

(ハ) 原 材 料
機械は先入先出法
消耗品は移動平均法

(ニ) 貯 蔵 品
主に最終仕入原価法
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2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
① リース資産を除く有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ７～60年
機械装置及び工具器具備品 ２～17年

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法によっております。

(2) 無形固定資産
① 市場販売目的のソフトウエア
見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間（３年）に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大き

い額を償却しております。
② 自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法によっております。
④ その他
定額法によっており、主な耐用年数は10年であります。

(3) 長期前払費用
支出の効果が及ぶ期間で均等償却をしております。

　
3. 引当金の計上基準
(1) 貸 倒 引 当 金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 製品保証引当金
保証期間内に将来発生すると見込まれる修理費用を過去の実績率に基づき算定し、製品保証引当金とし
て計上しております。また、製品保証期間を超えるものであっても、設計製造責任に起因する製品欠陥(リ
コール等を含む)の修理コストについて、将来発生すると見込まれる費用を、対象件数と１件当たりの対策
費用及び過去の実績等に基づいて個別に見積り、製品保証引当金として計上しております。

(3) 賞 与 引 当 金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち支給対象期間に基づく当事業年度対応分を計上して
おります。
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(4) 役員賞与引当金
役員の賞与支給に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に

より按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(6) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要と見込まれる額を計上して
おります。

　
4. 収益及び費用の計上基準

製品の販売については、主に顧客の検収時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が
充足されると判断しており、当該製品の検収時点で収益を認識しております。また、製品の割賦販売につい
ては取引価格を金融要素とそれ以外に区別し、金融要素である金利相当分は顧客との契約期間に基づき収益
を認識しております。
当該製品に関連するメンテナンスについては、当社が顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が
便益を享受することから、契約期間にわたり収益を認識しております。
不動産賃貸に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売上高を計上せずに利息相当額を

利息法に基づき各期へ配分する方法によっております。
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5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約、通貨オプション等については、振当処理によってお
ります。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は、下記のとおりであります。
ヘッジ手段……………為替予約
ヘッジ対象……………商品及び製品輸出による外貨建売上債権、外貨建予定取引

③ ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る
為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ ヘッジの有効性の評価方法
外貨建予定取引については、過去の取引実績等を総合的に勘案し、取引の実行可能性が極めて高いこ
とを確認しており、またヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロ
ー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジの有効性を評価しております。
ただし、振当処理の要件を満たしている為替予約については、ヘッジの有効性の評価を省略しており
ます。

(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(3) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類にお
けるこれらの会計処理の方法と異なっております。
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（会計方針の変更に関する注記）
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を当事
業年度の期首より適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
これにより、当事業年度に吸収合併消滅会社となった株式会社アマダは、前事業年度まで割賦基準を採用し
ており、次期以降の収入とすべき金額に対応する割賦販売損益は、割賦販売未実現利益として繰延処理をして
おりましたが、割賦販売に伴う顧客との契約に基づく取引価格を金融要素とそれ以外に区別し、金融要素であ
る金利相当分は顧客との契約期間に基づき収益を認識し、それ以外の取引価格を検収時に一括して収益認識す
る方法に変更しております。
収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の
繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用前と比べて、当事業年度の売上高が229百万円増加し、営業利益、経常
利益及び税引前当期純利益がそれぞれ414百万円減少しております。 また、利益剰余金の当期首残高への影響
はありません。
収益認識会計基準等の適用に伴い、前事業年度までの「前受金」「前受収益」を、当事業年度より「契約負
債」として表示しております。

（表示方法の変更に関する注記）
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記して表示しておりました「流動資産」の「商品」は、より実態に即した明瞭
な表示とするため、当事業年度より「商品及び製品」に科目名を変更しております。

前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「原材料及び貯蔵品」は、重要性が増し
たため、当事業年度より独立掲記しております。
前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示しておりました808百万円のうち、「原材
料及び貯蔵品」に該当するものは5百万円となります。

前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めておりました「製品保証引当金」は、重要性が増した
ため、当事業年度より独立掲記しております。
前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示しておりました543百万円のうち、「製品
保証引当金」に該当するものは174百万円となります。
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(損益計算書関係)
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「解約違約金」は、重要性が増したた
め、当事業年度より独立掲記しております。
前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示しておりました16百万円のうち、「解約

違約金」に該当するものは4百万円となります。

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年３月31日)を当事業年度から適用
し、個別注記表に（重要な会計上の見積りに関する注記）を記載しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
関係会社株式及び関係会社出資金の評価
(1) 当事業年度において計上した金額
関係会社株式 69,923百万円
関係会社出資金 20,748百万円

(2) 会計上の見積りの内容についてその他見積りの内容に関する理解に資する情報
関係会社株式及び関係会社出資金の評価に関して、実質価額が著しく低下した場合は、回復可能性を考
慮した上で、減損処理を実施しております。当該評価における回復可能性及び実質価額における超過収益
力等の判定は、対象会社の中期経営計画に基づいております。当該見積りは将来の不確実な経済条件の影
響を受けるため、翌事業年度の計算書類に計上される関係会社株式及び関係会社出資金の金額に重要な影
響を与える可能性があります。
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（貸借対照表に関する注記）
1. 有形固定資産の減価償却累計額 96,959百万円
　
2. 保証債務

アマダ・キャピタル社の金融機関等からの借入債務に対する保証 14,906百万円
　
3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

関係会社に対する短期金銭債権 25,553百万円
関係会社に対する長期金銭債権 1,726百万円
関係会社に対する短期金銭債務 27,410百万円
関係会社に対する長期金銭債務 6百万円

　
4. 土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布 法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
(1) 再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布 政令第119号）第２条第４号に定める「地
価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が
定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法」によっております。

(2) 再評価を行った年月日 平成14年３月31日
(3) 再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△3,988百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
(1) 営業取引による取引高

売 上 高 43,639百万円
仕 入 高 16,882百万円
そ の 他 8,692百万円

(2) 営業取引以外の取引高 9,275百万円
　
　
（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度末日における自己株式の種類及び株式数 普通株式 11,452,346株
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（税効果会計に関する注記）
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 272百万円
棚卸資産評価損損金算入限度超過額 605百万円
未払事業税 21百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 556百万円
製品保証引当金損金算入限度超過額 89百万円
研究開発資産損金算入限度超過額 5,216百万円
有価証券消却及び評価損損金算入限度超過額 171百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額 59百万円
減価償却費損金算入限度超過額 12百万円
減損損失 727百万円
関係会社株式消却及び評価損損金算入限度超過額 3,272百万円
ゴルフ会員権評価損 510百万円
土地再評価差額金 3,144百万円
その他有価証券評価差額金 112百万円
その他 378百万円
繰延税金資産小計 15,151百万円
評価性引当額 △7,783百万円
繰延税金資産合計 7,368百万円
繰延税金負債

税務上の収益認識差額 △1,123百万円
固定資産圧縮積立金 △2,806百万円
土地再評価差額金 △477百万円
前払年金費用 △1,112百万円
その他有価証券評価差額金 △2,507百万円
その他 △344百万円
繰延税金負債合計 △8,373百万円
繰延税金負債(△)の純額 △1,005百万円

　

（注） 当事業年度における繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
固定負債－繰延税金負債 527百万円
固定負債－再評価に係る繰延税金負債 477百万円
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳

単位：％
法定実効税率 30.6
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.7
住民税均等割等 0.1
抱合せ株式消滅差益 △18.3
評価性引当額の増減 △0.3
その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.7
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（関連当事者との取引に関する注記）
（単位：百万円）

　

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
株式会社
アマダマシナリ
ー（＊1）

所有
直接100.0％

切削商品及び
工作機械の販
売等

ＣＭＳ預り金
(＊2) － 預り金 13,609

子会社 アマダ・アメリ
カ社

所有
間接100.0％

当社商品及び
部品の北米市
場への販売等

商品及び部品
の販売
(＊3)(＊4)(＊
5)

8,982 売掛金 4,629

子会社 アマダ・キャピ
タル社

所有
間接100.0％ 債務保証 債 務 保 証

(＊6） 14,906 － －

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社

株式会社
三好工業所有権
研究所

－
営 業 上 の 取
引・役員の兼
任

特許関連委託
(＊5)(＊7)(＊
8)

140 未払費用 6

役員 三 好 秀 和 (被所有)
直接0.0％ 営業上の取引

特許関連委託
(＊5)(＊8)(＊
9)

56 未払費用 3
　

取引条件及び取引条件の決定方針等
（＊1） 2020年４月１日付で、株式会社アマダマシンツールから商号変更しております。
（＊2） CMS預り金は、当社がグループ各社から提供されたキャッシュ・マネジメント・システムによるも

のであり、資金が日々移動するため、取引金額は記載せずに、期末残高のみ記載しております。また
金利については、市場金利を勘案して合理的に決定されております。

（＊3） 商品及び部品の取引条件は、両社協議の上、市場価格を勘案して仕切価格を決定しております。
（＊4） 商品及び部品の取引条件は、両社協議の上、仕切価格に輸出諸掛等を加算して決定しております。
（＊5） 株式会社三好工業所有権研究所及び三好内外国特許事務所との取引金額には消費税等は含まれてお

りませんが、期末残高については消費税等が含まれております。また、アマダ・アメリカ社について
は、すべて消費税等は含まれておりません。

（＊6） アマダ・キャピタル社の金融機関からの借入金に対して債務保証をしており、取引金額は期末時点
の保証残高であります。

（＊7） 当社社外取締役三好秀和及びその近親者が議決権の過半数を直接所有しております。
（＊8） 取引価格及び条件につきましては、当社と関連を有さない他の当事者と同様の条件によっておりま

す。
（＊9） 当社社外取締役三好秀和を会長とする三好内外国特許事務所と個別の案件毎に契約しております。
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,016円13銭
１株当たり当期純利益 161円06銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報については、連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記
載しているため、注記を省略しております。
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（企業結合に関する注記）
（連結子会社との吸収合併）
当社は、2019年11月７日開催の取締役会において、2020年４月１日を効力発生日として、当社を吸収合併
存続会社、当社の完全子会社である株式会社アマダを吸収合併消滅会社とする吸収合併に向けた準備を開始す
ることを決議し、2019年12月12日開催の取締役会において同社との合併契約の締結について決議され、同日
付で合併契約を締結いたしました。この契約に基づき、当社は2020年４月１日付で吸収合併しております。

1. 取引の概要
(1) 合併の目的
当社は、当社グループを取り巻く経営環境が目まぐるしく変化する中で、その変化に迅速かつ柔軟に対応
するため、一層のグループ経営効率の追求と持続的成長を見据えた体制構築が必要であると判断し、株式会
社アマダを吸収合併することといたしました。

(2) 被合併企業の名称及び事業の内容
被合併企業の名称: 株式会社アマダ
事業の内容: 金属加工機械器具等の開発、製造、販売、サービス

(3) 企業結合日
2020年４月１日

(4) 企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、株式会社アマダを消滅会社とする吸収合併方式

(5) 結合後企業の名称
株式会社アマダ（2020年４月１日付で「株式会社アマダホールディングス」から商号変更）

2. 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業
分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共通支配下
の取引として処理しております。
なお、当事業年度において、抱合せ株式消滅差益として36,599百万円を特別利益に計上しております。
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